
２割負担額 ３割負担額

（６５１円）

緊急時訪問
介護加算

　ジョイライフ訪問介護　料金表　

令和7年3月１日現在

１　訪問介護の介護報酬に係る費用（利用者負担）

サービス１回当たりの料金

所要時間及び内容 単位 １割負担額

※　上記料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サー
ビス計画（ケアプラン）に定められた目安の時間を基準とします。

＊利用者負担額の算出方法

○○円－（○○円×０．９（０．８又は０．７）（１円未満切り捨て））＝△△円
※10.7円は、横須賀市（５級地）の地域加算

＊表中（　）内は、円に換算し表示した利用者負担額です。ただし、実際は１か月の合計単位数から換算し、小数点以下に
ついて調整する為、多少の誤差が出ます。

事業所と同一建物の利用者50人
以上にサービスを行う場合

所定単位数×８５％

項目

163

②
加
算
等

単位 （１７７円） （３５４円） （５３０円）

①
基
本
額

身
体
介
護

20分未満

20分以上30分未満 244 単位 （２６５円） （５２９円） （７９４円）

30分以上 1時間未満 387 単位 （４２０円） （８３９円）（１２５９円）

（８９円） （１７８円） （２６７円）

1時間以上1時間30分未満 567 単位 （６１５円）（１２３０円）（１８４４円）

生
活
援
助

20分以上45分未満 179 単位

以降30分を増す毎に 82 単位

（３１６円）

（１９４円） （３８８円） （５８２円）

45分以上の場合 220 単位 （２３９円） （４７７円） （７１６円）

単位 （２１７円） （４３４円）

通院等乗降介助 97 単位 （１０６円） （２１１円）

深夜加算

初回加算

２人の訪問介護員によるサービス提供 所定単位数×２００％

介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

早朝・夜間加算

早朝(6時～8時)又は
夜間(18時～22時)に

訪問した場合
所定単位数×２５％増

深夜(22時～翌6時)に
訪問した場合

所定単位数×５０％増

サービス提供責任者が
初回又は初回と同月内に
訪問した場合

200

所定単位数×１４．５％増

同一
建物
等
減算

事業所と同一建物の利用者又はこ
れ以外の同一建物の利用者20人以
上にサービスを行う場合

利用者からの要請に
より緊急の訪問介護
を行った場合

100 単位

所定単位数×９０％

（１０９円） （２１７円） （３２６円）



２　運営基準に定められたその他の費用

項目 金額 説明

その他の費用 実費
（交通費）

３　通常のサービス提供を超える費用（利用者負担１０割）

項目 金額 説明

４　キャンセル料

介護保険外
サービス

介護報酬告示上の額
と同額

当事業所の通常の事業の実施地域（横須賀市）にお住ま
いの方は無料ですが、それ以外の地域にお住まいの方
は、訪問介護員等が訪問するための交通費の実費がかか
ります。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の
額をお支払いいただきます。

急なキャンセルの場合は、下記の料金をいただきます。キャンセルが必要になった場合は至急
ご連絡ください。 （連絡先 ： ０４６－８０３－３９３３）

５　その他

①お客様の住まいでサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気、電話等の費用は
お客様のご負担になります。
②通院介助などで交通機関を利用した場合、サービス従業者の交通費はお客様のご負担になり
ます。
③料金の支払方法
料金の支払方法は毎月月末締めとし、翌月１５日までに当月分の料金を請求いたしますので、
２７日までにお支払いください。
お支払い方法は、原則銀行または、郵便局引き落としとさせていただきます。

ご利用日の前営業日の1８時までにご連絡がなかった場合 １，０００円

区分限度額を超えてサービスを利用したい場合など介護
保険枠外のサービス料金です。

ご利用日の前営業日の1８時までにご連絡いただいた場合 無　料

※通常の事業の実施地域を越えてから片道１㎞ごとに１０円


